
新見市公告第１９号 

 

 

 

新見市保育業務支援システム導入について、公募型プロポーザル方式による提案募集を

行うため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び新見

市契約規則（平成１７年規則第５１号）第４条第１項の規定により公告する。 

 

 

令和 ４ 年１０月２８日 

 

 

新見市長 戎   斉     

 

 

１ 業務の名称 

  新見市保育業務支援システム導入 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 

３ 受注者が行う業務の範囲 

（１） システム設定作業（基本設定及びデータ移行等システム稼働に必要な作業） 

（２） 発注者の指定するタブレット端末及びパソコンへのシステム設定（ネットワーク

設定含む） 

（３） 各種操作マニュアルの提供 

（４） 各施設での操作研修会の実施 

（５） 運用及び保守の実施 

 

４ 参加しようとする者に必要な条件 

（１） 岡山県内に本社、本店、支社、支店又は営業所のいずれかを有すること。 

（２） 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項に規定する者

に該当する者でないこと。   

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始または破産法（平成１６年法律第７

５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４） 新見市物品等入札参加資格を有していること。 

（５） 法人およびその役員が、新見市暴力団排除条例（平成２３年新見市条例第１０号）

に規定する暴力団、暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 



（６） 過去５年以内に保育所等を運営する他の地方公共団体において、導入・運用実績

があるシステムであること。   

（７） これまでに１，０００施設以上での導入・運用実績があるシステムであること。 

（８） （６）、（７）については、保育業務を総合的に支援するシステムの実績とし、

システムの一部のみの導入や無償提供した場合は含めないこと。 

（９） 新見市保育業務支援システム導入仕様書に定める内容を遂行できること。 

 

５ 提案募集に必要な条件を記載した書類を閲覧できる場所 

  岡山県新見市新見３１０番地３ 新見市福祉部子育て支援課 

 

６ 申請の受付期間及び場所 

（１） 期間 

   令和４年１１月１０日までに参加表明書を提出し、令和４年１１月１７日までに企

画提案書を提出すること。 

（２） 場所 

   岡山県新見市新見３１０番地３ 新見市福祉部子育て支援課 

 

７ その他必要な事項 

  その他詳細については、新見市保育業務支援システム導入実施要領及び新見市保育業

務支援システム導入仕様書を参照すること。 

 


